
（仮称）京王多摩川まちづくり計画 B敷地
総合福祉センター

【フレイル予防ゾーン】
高齢（教養娯楽）
高齢者集いエリア

【事務ゾーン】

・洗濯室
・用具室
・ごみステーション

テラス

事務ゾーン

子ども・若者支援ゾーン

高齢者支援ゾーン

フレイル予防ゾーン

活動支援ゾーン

機械室・倉庫ゾーン

医療ゾーン

障害者・児支援ゾーン

【障害者・児支援ゾーン】
放課後等デイサービス

「ぴっころ」

会議室

【医療ゾーン】
医科・歯科診療機能・調剤機能等

【高齢者支援ゾーン】

3階

2階
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【障害者・児支援ゾーン】
「ﾄﾞﾙﾁｪ」「ｸﾛｰﾊﾞｰ」「若草」

【子ども・若者支援ゾーン】
子ども・若者支援

「ここあ」

事務室
学習
支援室

居場所
ｽﾍﾟｰｽ

視聴覚室生活支援
事業室

【活動支援ゾーン】

ボランティア室

団体室

事務室 倉庫など

緊急
一時
保護室

ぴっころ室

音楽
療法室

事務室

専用
トイレ

機械室

広間浴室 娯楽室

市基準
通所

「よつば」

言語
訓練室

調理室 事務室
専用
トイレ

通所介護「アイビー」

会議室休憩室
ロッカー

相談
スペース

事務室

ロビー

デッキ

若草
ｼｮｯﾌﾟ

【交流ゾーン】

交流ゾーン

【医療ゾーン】
医科・歯科診療機能・調剤機能等

事務室とロビーはカウ
ンターなどで見通せる
ようにする

専用トイレ以外のトイレについては，
各エリアから利用しやすい位置に適切
に配置するよう留意

バルコニーは，広場や公園とスロープ
などで緩やかにつなぐことを前提に関
係機関と調整中

腰壁をガラス張り
にするなど，広場
利用者などが気軽
にデッキに立ち寄
れるよう配慮

資料３


